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少しご無沙汰しているうちに、令和３年も、気づけば年末になりました！ 

９月３０日（木）に緊急事態宣言が解除されたことを受け、令和２年度はコロナ禍で、書

面開催となっていた「茅ヶ崎たいあっぷ９５推進協議会」ですが、ついに１１月１６日（火）

に会議形式で開催することができました。 

会員の皆様とお久しぶりに顔を見て話をすることで、皆様の普及・啓発への想い、防災や

耐震対策に対する熱い気持ちが言葉から伝わってきて、事務局も元気をもらうことができ、

直接会ってお話しすることの大切さをしみじみと感じました。 

また、「相談窓口や会議やイベントができるようになったら、精力的にやりましょう！」

といってくださる委員の方々の後押しを受けながら、少しずつですが普及・啓発の場を増

やしていけたらと思います。 

協議会への参加をご希望の方は事務局までお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

平成３０年６月１８日に発生した大阪北部地震から３年が経ち、粛々と続けてきた「危険

ブロック塀の解消対策」は、補助金の相談や広報紙でのお知らせに加え、古い塀のあるお

宅に地道にポスティングを行ってきました。 

「古くて高い塀は危ないかも？」という意識が定着してきたおかげで、今年度は「危険ブ

ロック塀等の撤去費補助金」のご相談・申請が増えました。 

周囲の塀が改修されると、自分の家の塀も改修しようと思っていただけるらしく、ひとつ

の塀の解消が、まちを安全にするきっかけになるとつくづく感じました。 

茅ヶ崎市はセットバックが必要な道路が多く、その道路に接する塀は、建築指導課の補助

金が使えません。といっても、市民の方にはわかりにくいため、建築指導課で調べてお答

えする事前相談も行っており、一年中現場が絶えない嬉しい悲鳴が上がってます。 

撤去されていく塀を見るたびに、安全になったなと胸をなでおろしながらも、地震に備え

地道な取り組みを継続していきたいと思います。 

 

 協議会 

 塀 

「茅ヶ崎たいあっぷ推進協議会」とは？ 

地震による被害を防止、軽減させ、市民の安全・安心を確保することを目的に平成２１

年度に設立されました。産業・官（市）・民間の方により構成され、建築なんでも相談会

や家具の転倒防止対策、地震対策に関する普及・啓発活動を行っています。 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１ページ目の塀の相談とは対照的に、「家具転倒防止金具等取付」の申請は現時点で３件

にとどまっているため、ご紹介を兼ねて今回の紙面に取り上げさせていただきます。 

実際に取付の申し込みをされたお宅に伺うと、皆様とても地震に対する意識が高く、家具

の金具取付以外にもご相談を受けるたび、とても勉強させられます。 

「玄関にある鏡は、揺れて落ちてこないか」 

「大きい窓は、割れたときに危ないのではないか」 

「孫が遊びに来た時に、寝る部屋の本が落ちてこないか」 

など、家の中でいろいろなシーンを想定し、想像力を働かせて対策することは、いざとい

う時家族や自分の身を守ることにつながります。 

今年は１０月にも、茅ヶ崎市で震度４の地震がありました。 

建物が安全でも、家具が倒れてしまうと元も子もありません。近年発生した地震でけがを

した原因を調べると、約３０～５０％の人が、家具類の転倒・落下・移動によるものでし

た。家具などがストーブに転倒・落下することで、火災が発生するなど、二次的な被害も

引き起こします。 

年末のこの時期、是非周りを見回していただき、身の回りに倒れてきそうな家具はないか、

想像力を働かせてみてください。 

６５歳以上の方、１２歳以下のお子さんがいる方、障がい者の方が居住する世帯を対象に、

たいあっぷ９５推進協議会のボランティア業者の協力により、金具代等の実費だけで取付

支援事業を行っております。お気軽にご相談ください。 

 
    

 

 

たいあっぷ 

＊編集後記＊ 

令和３年も、コロナ一色の年でした。マスク生活が続いていますね。 

そんな中、全国各地で地震がたびたび起こっています。地球のエネルギーが一気に放出しないよう、小さな地

震だけで済みますように、と変わらぬ日常を願うばかりです。 

今年度の初め「茅ヶ崎たいあっぷ通信」を復活させてくれた職員と、たいあっぷ推進協議会に出席していた職

員２名が異動してしまい、本通信も実際手掛けてみると筆がなかなか進まず、前職員のように文章を作ること

がいかに難しいか、思い知らされました。歓送迎会も全くできませんでしたが、ここで感謝の気持ちを改めて

伝えたいと思います。本当にありがとうございました。課は異動しても、応急危険度判定士としての任務は続

きますので、引き続きよろしくお願いします！ 

頻度は少なくなりましたが、今後も「たいあっぷ通信」を発刊していきます。つたない文章ですが、優しい目

で読んでいただけたらありがたいです。 

令和４年寅年、来る年も皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。   (丗)      
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